
書 評

平井孝典著 『公文書管理 と情報アクセス ー 国立大学

法人小樽商科大学の 「緑丘 アーカイブズ」』

坂口 貴弘 †

本書は、小樽商科大学の百年史編纂室に11年

にわたり勤務した著者が、その実務経験 と国内外

のアーカイブズに関する調査 ・研究の成果をもと

に、国立大学法人の文書の管理 ・保存 ・公開をめ

ぐる諸課題を論 じた著作である。 まず、本書の構

成に沿って各章の内容 を紹介したい。

序章では、本書の目的と課題、先行研究 との関

連における本書の位置づけがまず示 される。1911

年に最初の入学式を迎えた小樽高等商業学校 を前

身とする小樽商科大学は、2002年 に百年史編纂室

を設置 し、創立百周年記念事業 として 『小樽商科

大学百年史』の刊行や史料展示などを実施 してきた。

著者は同編纂室の研究員として年史編纂業務に携

わるかたわら、収集された大学の法人文書の整理、

デジタル画像の作成 とホームページでの公開(「緑

丘アーカイブズ」)、展示の製作やレファレンスな

ど多岐にわたる業務 を中心的に推 し進めてきた。

小樽商科大学には正規の大学アーカイブズは存在

しないため、百年史編纂室が法人文書の収集 ・整

理 ・公開といった 「代替」アーカイブズの役割 を

期間限定で担ってきたという。

第1章 「小樽商科大学の文書管理」では、著者

が2003年 に小樽商科大学の学内教職員を対象 と

して行った文書管理に関する調査の結果が報告 さ

れる。行政文書管理に関するマニュアル等の有無、

保存年限が過ぎた文書の扱い、電子媒体記録の保

存 といった課題 について、学長、事務局長、各課

の課長等に対 してインタビューを実施 し、各々の

回答を要約 して紹介 している。情報公開法施行か

ら間もない時期の大学文書管理の実態及びそれに

対する教職員の認識が示 されており、この種の調

査結果が活字 として公開 されにくいことを考えれ

ば貴重な記録といえる。アンケー トなどによる統

計的調査のレベルにとどまるのではなく、大学の

トップから8名 の課長等まで、行政文書の管理 と

公開に携わる教職員への包括的インタビューを実

現 させた点は、「小規模」大学であることを考慮

したとしても大 きな成果であろう。

第2章 「著作物でもある法人文書の公開」では、

いずれの大学 も共通 して保有する 「文書」である

学生の卒業論文等について、開示 ・不開示の状況

が分析 される。卒業論文は成績評価 という業務の

ための参考資料であると同時に、学生の著作物で

あり、かつ個人識別文書でもあるという複雑な性

質を有 しているが、大学アーカイブズ論の中でも

正面か ら論 じられ ることは少なかったといえる。

著者は2005年 に、全国の国立大学法人における

卒業論文等の開示 ・不開示状況について調査を実

施 した。国立大学協会が示 した指針では、卒業論

文等は行政文書に該当するが、著作権法上の著作

物でもあるとして、各大学等が情報公開制度とは

別に自主的な公開方法や手続を定めることを求め
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た。そのこともあり、国立大学法人の情報公開に

関する開示 ・不開示の審査基準においては、卒業

論文等の扱いをめぐってかなりの相違があること

が明らかにされる。著作権や個人情報保護の問題

との関連についても言及 した上で、卒業論文等の

長期的な保存 ・公開のために大学アーカイブズの

整備の必要性が指摘 されている。

第3章 「電子目録の作成 とその利用」では、小

樽商科大学百年史編纂室が作成 したホームページ

上の資料集 「緑丘アーカイブズ」の構築過程とそ

の内容について叙述す る。同編纂室では 『小樽商

科大学百年史』の編纂 ・刊行事業 と並行 して、同

大学の法人文書等の目録データとデジタル画像 を

作成 し、ホームページ上での公開を進めた。明治

期から1960年 代までの法人文書の大部分について、

16万 コマを超えるデジタル画像を作成 したという。

これは、百年史執筆者が国内外に散在 しているこ

とへの対応であるとともに、市民への迅速な資料

公開を重視 した結果であった。さらに本章では、「緑

丘アーカイブズ」に収録された画像を利用しつつ、

資料活用の可能性をいくつかの切 り口から具体的

に提示 している。一般に、法人文書の内容やその

保存 ・公開の意義は関係者以外にはなかなか理解

されにくいのが現実だが、本章では戦前の小樽高

等商業学校時代の教職員の任用関係、戦時下及び

敗戦前後の文書、戦後の生活協同組合設立関係文

書などの興味深い題材が取り上げられ、「緑丘アー

カイブズ」の豊かな内容を分かりやす く物語る箇

所 となっている。

第4章 「法人文書の収集と評価選別理論」では、

歴史的 ・文化的な価値にとどまらず、社会的 ・政

治的な価値の認識を踏 まえた 「マクロ評価選別」

の理論がカナダで発展を遂げた背景について、同

国でナチ戦犯容疑者の入国関係記録が廃棄 され、

当初それがアーキビス トの責任とされた事件に言

及 しつつ考察す る。それを踏 まえ、年史編纂とい

う 「歴史学研究の枠組み」の中における法人文書

収集 に とどま らない、文書 管理政 策の トー タル な

改善が必要 と指摘 す る。その上で、い くつかの 国

立大学法人(京 都大学 を含む)の 文書管理規程等

を分析 し、ア ーカイブズにおける法人文書収集の

あ り方 を検討 して いる。

第5章 「文書管理の実際とその思想的背景」では、

小樽 商科 大学 と国内の地方 自治体 、 フィンラン ド

のアーカイブズに対す る訪問調査の結果 を もとに、

資料 の収 集 ・移 管 とその背 景 が比 較考察 され る。

まず小樽商科 大学 について は、周年行事 を機 に総

務課の広報担 当者 が収集 した戦前期の資 料が、そ

の後 活動 を始 め た百 年史編 纂室 に引 き継 がれ た、

とい う当初の経緯 を紹介す る。自治体 については、

宮城 県公文書館、大阪市 公文書館、福 岡県共同公

文書 館、三 重県の新県立博物館 におけ る公文書の

移管 方式 が まとめ られ てい る。北海道 と人口規模

が同 じ寒 冷地の フ ィンラ ン ドでは、各大学 や文学

協会 が設置 した アーカイブズの 資料収 集活動 とと

もに、最終 的な受 け皿 と しての国立公文書館 の役

割が強調 されてい る。同国の国立大学 が政府 か ら

求め られて いる改革 課題 の中に はアーカイブズ及

び レコー ドマネージメ ン ト部門の設置維持があ り、

「簡単に言 って しまえば、 アーカイブズのない大学、

設置できない大学は近い将来、消滅することになる」

(179頁)の だ と著者 はい う。

第6章 「スウェーデ ンにお けるアーカ イブズの

現況 と情 報 アクセ ス権の成立 およびカ タログにつ

いて」 では、 スウ ェーデ ンをは じめ とす る北 欧5

力国のアー カイブズにつ いて、情報 アクセス権 や

目録(カ タログ)を め ぐる考 え方 を中心 に検討 が

な されて い る。北 欧諸国 と一口 にいって も、国立

公文書館 などが一元 的にアー カイブズ を運営す る

国 と、各組織 が 多元的 にアーカ イブズ を展 開す る

国に分かれ るとい う。後者 に相 当す るス ウェーデ

ンでは各大学 にアーカイブズが設置 されているが、

同 国 と フ ィンラ ン ドは1776年 、世界 で最 初 に議

会資料へ のア クセ ス権 を有権者 らに保障 した こと
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で知 られている。今日のスウェーデンにおけるアー

カイブズ資料公開の基底には、18世 紀の同国議会

における平民出身勢力の活動と議会資料の利用と

い う政治過程があったことを著者は指摘する。こ

のような伝統に立脚 した同国の国立公文書館 を視

察 した際は、同館の目録に着目し、行政文書が現

用段階から同様のシリーズ名を用いて整理されて

いるなど、少数の人員で速やかな公開(情 報アク

セス)を 可能 とする独特の方式が採用されている

とする。

第7章 「小樽商科大学におけるアーカイブズ運

営の条件」では、同大学百年史編纂室 における著

者自身の経験 を素材として、限られた予算や人員、

環境の中でアーカイブズを運営 していくための条

件が提示 される。予算最小規模の国立大学法人で

ある小樽商科大学に設けられた百年史編纂室を 「小

規模」の 「代替アーカイブズ」と自己規定した上で、

同様の環境下で、アーカイブズを設置すべきなのか、

設置するならばどの程度の予算や人員が必要なの

かについて検討 している 「小規模」組織の担当者

向けに書かれた章 といえる。すなわち、アーキ ビ

ス ト2名 程度を雇用 し、年100万 円程度の予算を

確保 し、作業場所や棚などを確保するなどすれば、

歴史公文書等の最低限の管理体制は確立される(220

頁)と 、その記述は具体的である。

結章では、ここまでの各章の論述を整理 ・確認

するとともに、本書の成果を踏 まえた今後の研究

課題として、アーカイブズと知る権利 ・プライバ

シー権との関係などが挙げられている。

巻末には、「カタログ 小樽商科大学公文書(抄)」

が収載 されている。巻末といっても、本書全体の

3分 の1以 上に相当す る計162頁 の浩潮な 「カタ

ログ」であり、前述の資料検索システム 「緑丘アー

カイブズ」から目録データの部分を抜粋 したもの

である。凡例 によれば、「小樽商科大学百年史編

纂室所蔵資料の うち、整理が一定程度まで(主 に

ファイル レベル)終 了したものの一部を対象」 と

してお り、簿冊内部の案件単位(フ ァイル レベル)

の標題 リス トと ともに、資料群全 体におけ る当該

簿冊の位置づ けが示 されてい る。ホ ームペ ージ版

「緑丘 ア ー カイブ ズ」の 冊子体 目録(簡 略版)と

もいえるこの 「カタログ」が、本書の論述(特 に 「緑

丘 アーカ イブズ」 を説明 した第3章)を 理解す る

際の助けとなることはいうまでもないが、「緑丘アー

カイブズ」収 録の資料画像 を利 用 したい と考 える

人 々 に とって も、一覧性 に優 れ た冊子体(書 籍)

の形 で収 録資料の全体像が概観で きる検索 手段 と

して有用であろう。(本書評執筆時点(2013年12月)

の 「緑丘 アー カイブズ」 は、キ ーワー ド検 索は可

能 だが、特 に 「所蔵 資料」 とい うカテゴ リに収め

られた4万 件 を超 えるデー タの概観 をつかむの は

極 めて難 しいシステムとなってい る)。

以上、 多岐にわたるテーマをめ ぐる報告 ・分析 ・

考察 が盛 り込 まれた本書で あるが、 なかで も評者

が とりわけ興味深 く読 んだのは次の2点 で あった。

第一 に、 アーカイブズの多様性 をめ ぐる指摘 で

ある。第6章 ・第7章 によれば、北欧諸国の うち、

ア イス ラン ド、 ノル ウェー、 デ ンマー クの国立公

文書館 は、国内の アーカイブズを一元 的に管理す

る機 関 と して設置 され てお り、各大学 にアー カイ

ブズは基本的 に存在せ ず、年 史関係 や記録管理の

部署が あるのみ だ とい う。 これは,あ らゆ る組織

体 が 「みずか らの」 アーカイブズ を設置す ること

を理想 とす る考 え方 に慣 れ親 しんだ評者 にとって

は驚 きで あった。著者 は このよ うな一元的 アーカ

イブズ システ ムにつ いて、 「ア ーカ イブズの数 は

少 ないか ら利 用者には便利 である」(250頁)と 述

べつつ も、 これ は小規模 な社 会集団で ない限 り難

しく、 日本 が参考 にす べ きはス ウェーデ ンや フィ

ンラ ン ドのよ うな分権的 ・多元的 システムだ とす

る。

著者 が北 欧 を例 に提示 した 「一元 的」 「多元 的」

とい う分析軸は、 さまざまなアーカイブズ システ
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ムのあり方を考 える際に有効と思われる。例 えば

日本の公文書管理法は、独立行政法人等に 「みず

か らの」国立公文書館等の設置を許可 している点

は 「多元的」だが、それらが設置 されず、かつ(独

法)国 立公文書館への移管や保存期間の延長等の

措置をとらない限り 「廃棄 しなければならない」(第

11条 第4項)と す る点には、「一元的」集中管理

の指向性がみられる。その意味でこの法律は、両

者の 「並立型」であると位置づけることができよう。

このような同法の規定の是非はともあれ、複数の

国々 ・機関への詳細な実地調査 と比較 ・類型化に

よって、アーカイブズシステムというものがとり

うる多様な選択肢 を示 した点は、本書の豊富な成

果の中でもとりわけ重要であると思われる。

第二に、「公文書管理権」という概念の提唱で

ある。著者は序章において、沖縄の密約文書廃棄

問題や年金記録管理問題が示すように、公文書の

不適正な管理によって市民が不利益をこうむるこ

とから、「保存すべき文書の範囲を検討する評価

選別のことも考 えると、公文書の管理そのものも

一つの権利 として意識 される必要がある」(4～

5頁)と の立場を表明する。周知のように、2009

年に成立 した公文書管理法の特色の一つは、特定

歴史公文書等の利用について情報公開請求などと

同様に国民の権利 として位置づけた点にある(利

用を拒否された場合、不服申立てなどが可能となっ

た)。

著者が提唱する 「公文書管理権」(「著者紹介」

の欄に著者の専攻分野として登場する言葉である)

は、これ らの利用請求(情 報アクセス)の 権利 を

保障する前提には、適正な文書管理や廃棄範囲の

決定(評 価選別)が あることに着 目し、これらの

領域をも市民の権利 として位置づけようというも

のである。このあたりは、公法学の研究者 として

出発 した著者ならではの斬新な視点であり、「情

報アクセス」を標題に掲げる本書において鍵 とな

る論点 といえるだろう。 もっとも、市民が 「公文

書管 理権」 をもつ と した場合 、公 文書管 理の実務

が具 体的 にどの よ うに変 わ って くるのか、 とい う

点について は、本書の 中で緻密 な論述が展開 され

てい るとはい い難 い。文書廃棄 の範囲 を市民の代

表 が決定す る大阪市 の制度 につ いての言及 はある

が、 この ような市民参加重 視の方向性 と、著者 が

随所 で強調す るアーキ ビス ト等の専門家(素 人で

はな く)を 登用す る ことの必要性 との間 で、 いか

に整合性 を図っていくべ きなのか。 「公文書管理権」

とい う概念 は、他 に も多 くの論点 を生み出す刺激

的な問いかけ といえよ う。

おわ りに、本書の標題 に掲 げ られ た 「情報 アク

セ ス」に関連 して、 さらな る詳細 な論述 ・検討 を

期待 したい点を2つ 挙げて、本書の書評に代えたい。

まず、 「情 報 ア クセス」 に関 して は、ア ーカ イ

ブズにお ける個人情報 な どの非公開情 報の判定 と

マ スキ ングとい う大 きな課 題が存在す る。 アーカ

イブズ におい ては、個人情報保護 法等の規定 とは

別に、時の経過 によって公開可能 とな る個人情報

の範囲が広が る とい う考 え方か ら、当該情報の類

型 ごとにその非公 開期 間 と範囲 を定 め、統一的 な

基準 と手法 に従 ってマスキ ングを実施す ることが

求め られ る。評者の乏 しい経験 か らも、 この よ う

な基準の作成 とその実施 は 多大の時間 と労 力を要

す る作業 であ り、 この ことが 多 くの 「小規模」資

料保存施設 に文書 の積極 的公開やデ ジタル化 によ

る提 供 を躊躇 させ る一因にな ってい ると考 え られ

る。本書収 録 の資料画 像 や 「緑 丘 アー カ イブズ」

を見 る限 り、少 な くとも 「族 籍」 の部分 は一律 に

マ スキ ング され てい るようにみ えるが、 これ はど

の ような判断 に基づ くもので あったの か。 その他

の非公開箇所 も含 め、著者 らが大 量のデ ジタル画

像 公開 を実施す るにあた り、いかな る基準 と方法

でマ スキ ングを実施 したのかにつ き、一定程度 の

解説が あれば、本書の価値 は一層 高 まったので は

ないか と思 われ る。

もう一つ、本書で紹介 され た小 樽商科 大学百年

一124一



平井孝典著 『公文書管理と情報アクセスー 国立大学法人小樽商科大学の 「緑丘アーカイブズ」』(坂口)

史編纂室 の取 り組み は、大学の法人文書 を対 象 と

した 「デ ジ タル ・ア ーカ イブ(ズ)」 と しての 色

彩 が強 い とい う印象 を評者 は持 った。 この語その

もの は本書 では用い られて いないよ うだが、所蔵

資料 のデ ジタル画像 を大規模 に作成 し、 インター

ネ ッ トを活 用 した一般 への公開 を重視 す る 「緑丘

アーカイブズ」 の発想は、各地の博物館 ・自治体 ・

大学等 が近年推 し進めて きたデジ タル ・アーカ イ

ブ事業のそれ と軌を一にするところが大 きい。現在、

小樽商科大 学では百年史編纂室 が解散 し、原 資料

を直接 閲覧 に供 す る担当部署が な くなった ことを

考 えれ ばなお さらの ことで ある。評者 は何 も、否

定的 な意味合 いでデ ジタル ・アーカイブ とい う用

語 を持 ち出 してい るわ けで はない。 む しろ、紙 媒

体 による資 料集 の刊 行に こだわ らず、 ネ ッ トワー

ク環境 を利 用 した迅速 かつ積極 的 な資料 公開 とい

う試み は、今後の年 史編纂 事業 や アーカイブズに

お ける資料 公開のあ り方 に一石 を投 じた もの と評

価で きる。 ただ し、一般 にデ ジタル ・アーカイブ

をめ ぐっては、 その事業運 営の継続性確保、原 資

料(デ ジタル化 されていない もの も含 めて)の 保

存及び公開体制 の整備、資料 目録デ ータの充実 と

いった課題が指摘 されてきた点も見過ごすことは

で きない。「緑丘 アーカイブズ」が国立大学の法

人文書を主体 としたデジタル ・アーカイブである

ことを前面に出した上で、他の類似例 と比較 した

上での特徴を示す とともに、その課題や限界 も含

めた分析がなされていたならば、「情報アクセス」

論としての価値はさらに高 まったのではないかと

感じた。

ともあれ本書の特徴は、小樽商科大学における

アーカイブズ活動の実践報告であると同時に、北

欧諸国を中心とした諸外国の研究動向や実態の分

析に基づき、「情報アクセス」 という視点からアー

カイブズの制度的 ・社会的なありようにまで幅広

く考察を進めている点にある。本書の刊行をきっ

かけに、大学アーカイブズ関係者はもとより、情

報学や公法学などの分野においても、情報アクセ

ス確保の基盤としての文書管理やアーカイブズに

対する議論がさらに深まることを期待 したい。

(世界思想社刊、A5判 、457頁 、2013年2月 発行、

7980円)
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